
パワーハラスメント防止指針の改正について①

○ 建議の記載を踏まえ、パワーハラスメント防止指針を改正し、自爆営業について以下のように規定してはどうか。

【パワーハラスメント防止指針】（改正イメージ）

２ 職場におけるパワーハラスメントの内容
⑺ 職場におけるパワーハラスメントは、⑴の①から③までの要素を全て満たすものをいい（客観的にみて、業務上必要かつ相当な範

囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。）、個別の事案についてその該当
性を判断するに当たっては、⑸で総合的に考慮することとした事項のほか、当該言動により労働者が受ける身体的又は精神的な苦痛の
程度等を総合的に考慮して判断することが必要である。
このため、個別の事案の判断に際しては、相談窓口の担当者等がこうした事項に十分留意し、相談を行った労働者（以下「相談

者」という。）の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、相談者及び行為者の双方から丁寧に
事実確認等を行うことも重要である。
これらのことを十分踏まえて、予防から再発防止に至る一連の措置を適切に講じることが必要である。
職場におけるパワーハラスメントの状況は多様であるが、代表的な言動の類型としては、以下のイからヘまでのものがあり、当該

言動の類型ごとに、典型的に職場におけるパワーハラスメントに該当し、又は該当しないと考えられる例としては、次のようなものが
ある。
ただし、個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、また、次の例は限定列挙ではないことに十分留意し、４

⑵ロにあるとおり広く相談に対応するなど、適切な対応を行うようにすることが必要である。
なお、職場におけるパワーハラスメントに該当すると考えられる以下の例については、行為者と当該言動を受ける労働者の関係性

を個別に記載していないが、⑷にあるとおり、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提である。
また、商品の買い取り強要等（事業主が労働者に対し、当該労働者の自由な意思に反して自社の商品・サービスを購入させる行

為）に関連する言動も、⑴の①から③までの要素を全て満たす場合には、職場におけるパワーハラスメントに該当する。
イ～ヘ （略）

【建議（抜粋）】
２．職場におけるハラスメント防止対策の強化

⑷ パワーハラスメント防止指針へのいわゆる「自爆営業」の明記
○ いわゆる「自爆営業」に関して、職場におけるパワーハラスメントの３要件を満たす場合にはパワーハラスメントに該当するこ
とについて、パワーハラスメント防止指針に明記することが適当である
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パワーハラスメント防止指針の改正について②

○ 附帯決議の内容を踏まえ、パワーハラスメント防止指針を改正し、いわゆる「カミングアウト」の強要又は禁止について以下のよう
に規定してはどうか。

【パワーハラスメント防止指針】（改正イメージ）

２ 職場におけるパワーハラスメントの内容
⑺ ･･･（略）職場におけるパワーハラスメンの状況は多様であるが、代表的な言動の類型としては、以下のイからヘまでのもの

が･･･（略）ある。
ロ 精神的な攻撃（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言）
(ｲ) 該当すると考えられる例
① 人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認ジェンダーアイデンティティに関する侮辱的な言動を

行うことを含む。
ヘ 個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること）
(ｲ) 該当すると考えられる例
② 労働者の性的指向・性自認ジェンダーアイデンティティや病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の

了解を得ずに他の労働者に暴露すること又は当該労働者が開示することを強要する若しくは禁止すること。

４ 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容
⑷ ⑴から⑶までの措置と併せて講ずべき措置

イ 職場におけるパワーハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該相談者・行為者等のプライバシーに属するものである
ことから、相談への対応又は当該パワーハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護
するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。なお、相談者・行為者等のプライバシーには、
性的指向・性自認ジェンダーアイデンティティや病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれるものであること。

【労推法等一部改正法附帯決議（抜粋）】※衆七、参十
性的指向や性自認（ＳＯＧＩ）の開示であるいわゆる「カミングアウト」を禁止する又は強要・強制する行為がパワーハラスメントに

該当し得ること・・・（略）を・・・（略）関連するハラスメント防止指針に明記し、もって広く事業主に周知啓発を行うこと。

（注）グレー塗り部分は、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する

国民の理解の増進に関する法律」の成立に伴う技術的な改正のイメージ
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